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（続・討論会）

2026年6月13日（土）Zoomにて

「静岡県における支援体制の経過と今の静岡県の
特徴について」 聖隷三方原病院 片桐伯真
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高次脳機能障害者支援の歴史
（ターニングポイントとなった出来事）

全国で各種制度を活用して、
確立された支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

高次脳機能
障害支援普及
事業開始

↓

支援拠点等
配置

ﾌﾞﾛｯｸ会議

サービスの
試行的実施

↓

事例収集
分析・評価

事例収集
分析
↓

「評価基準」
標準的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

の提示

障害者自立支援法

高次脳機能障害
支援モデル事業
全国12地域の拠点機関
診断基準ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
標準的訓練ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
標準的社会復帰・

生活・介護ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成

1990 1996 2000 2001 2004 2006 2008 2013

障害者総合支援法

2010

全都道府県に支援拠点機関
設置・支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置

2026

高次脳機能障害者
支援法施行

高次脳機能障害及び
その関連障害に対する
支援普及事業

家族会発足 モデル事業 普及事業開始 全都道府県
事業展開

全国展開は標準的に進んだのか？

静岡県における
高次脳機能障害者支援の歴史的変遷

支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施
高次脳機能
障害支援普及
事業開始

サービスの
試行的実施

「評価基準」
標準的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

の提示

障害者自立支援法

高次脳機能障害
支援モデル事業

1990 1996 2000 2001 2004 2006 2008 2013

障害者総合支援法

2010

全都道府県に支援拠点配置

2025

支援
体制
なし

静
岡
県

家族会
発足

県高次脳機能障害者総合相談事業

地域に根差した支援拠点設置

2002

2007

静岡県も家族会からのボトムアップで支援が始まった

高次脳機能障害者
支援法可決
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静岡県でかかえていた問題点に対して

静岡県は

➢面積が広く、交通機関の偏りから都市部へのア
クセスに時間がかかる

➢どこで支援してもらえるかわからない

➢そもそも診断含め相談できる場がない

当事者・家族の声を元に

➢地域に根ざした支援拠点機関を複数設置

➢アクセス良く顔の見える支援

➢診断・相談可能な医療機関の設置

支援普及事業では
 質の高い支援拠点機関・支援

コーディネーター配置
（様々な地域のモデル事業から）

⇒多くの都道府県では
・1県1支援拠点体制
・病院が支援拠点機関
（既存のリハ病院等活用）

静岡県のNeedsに合わない体制？

静岡県のニーズに応じた独自の支援体制構築が必要

県高次脳機能障害者総合相談事業から

➢2002年より静岡県健康福祉部精神保健福祉室主催で開始

➢当初は西部・中部・東部それぞれ3ヶ月に半日開催

相談対象者の傾向を分析

➢ 医療機関の認知乏しい⇒障害の見落としが多い
➢ 地域に多くの障害者が埋もれている、長期間無支援の状態
⇒失敗経験から引きこもりや二次的な問題に発展

➢ 支援可能な医療・福祉機関が乏しい⇒近隣県で対応

静岡県では障害見落とし、支援拠点が乏しいことが課題
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静岡県独自の支援システム構築の試み

•二次医療圏域を考慮した支援拠点機関配置
既存の福祉施設で支援可能な施設を活用

•それぞれの支援拠点機関にｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置
⇒地域に密着した支援が可能となる

•地域の医療機関で対応できないｹｰｽを受け入れる病院と
家族会支援を全県的に網羅

•県内でのコーディネーター会議や専門家会議などの運営を
通した支援体制の均てん化

静岡県の支援体制は圏域に福祉・行政・医療を設定

令和8年度当初の高次脳機能障害支援体制

県域毎の体制構築の上
➢ 医療等総合相談事業
（東部･中部･西部･賀茂･富
士圏域）

➢ 支援従事者研修
（各圏域で実施予定）

➢ 支援普及事業
（支援拠点機関委託）
支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動

➢ 基盤整備事業検討
専門家会議

➢ 広報・啓発活動
➢ 医療体制連携強化支援体制で家族会は不可欠な存在
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「高次脳機能障害者支援法」について
（令和7年法律第96号、令和7年12月24日公布、令和8年4月1日施行）

「高次脳機能障害者支援法」について
（令和7年法律第96号、令和7年12月24日公布、令和8年4月1日施行）
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高次脳機能障害者支援法施行に当たって
静岡県での課題

•支援センター設置作業で今までの形式踏襲するには？

•高次脳機能障害者支援協議会設置メンバー選定は？

•静岡県には2つの政令指定市（静岡市・浜松市）あり

⇒役割分担、費用の按分を含めた協議が必要

•今までケース毎に対応していた個別対応の標準化は？

小児の就学･進学･就職、難渋事例(社会的行動障害等)の対応など

支援体制は圏域支援を中心に質向上継続性を検討中

高次脳機能障害者支援法施行に当たって
一般的な課題

•主体となる支援センター設定や協議会運営での課題

•支援に当たる人材の育成における課題

• 3年後の見直しに向けた課題

•今後の継続的な運営における課題

（支援機関・NPO法人運営・世代交代等）

支援体制は地域や資源に合わせた個別性も考慮必要
そのための行政を含めた支援の継続性が鍵になる



高次脳機能障害者支援法をどう活かすか
（続・討論会）

2026年6月13日（土）Zoomにて

「静岡県における支援体制の経過と今の静岡県の
特徴について」 聖隷三方原病院 片桐伯真

6

地域支援で求められる３つのS

• System（システム）
支援者同士が顔の見える地域連携システム

• Support・Supporterｓ （支援・支援者）

システムを動かすのは「人」です
• Synchronization（同期）

連続した支援には、繋ぐ場所同士が同期することが必要
となります。共通言語の活用を含めた連携が求められます

高次脳機能障害者への支援開始には
関わる人と人との共通認識と相互理解が重要

私が20年以上前から訴えてきた

地域支援を維持するための３つのM
•Man power（理解者・支援者など）
⇒普及啓発活動

•Money（支援に対する経済的バックアップ）
⇒行政や各種制度面での利用

•Motivation(支援者の燃え尽き予防）
⇒家族(会)支援、医療従事者のメンタルケア

高次脳機能障害者への支援継続には
地域に根差した息の長い体制作りが不可欠

私が20年以上前から訴えてきた
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